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【 規 則 】 

 

 和歌山市営住宅条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を公布する。 

  令和５年９月１５日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第４８号 

和歌山市営住宅条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則 

和歌山市営住宅条例の一部を改正する条例（令和５年条例第２２号）附則ただし書に規定する改正規定の施行

期日は、令和５年１２月１日とする。 

（令和５年９月１５日掲示済）  

 

【 告 示 】 

 

和歌山市告示第３５８号 

和歌山市議会定例会を次のとおり招集する。                 

令和５年９月４日                     

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 期日 令和５年９月１１日 

２ 場所 和歌山市議会議場 

（令和５年９月４日掲示済）  

 

和歌山市告示第３５９号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条第２項の規定に基づき、放置禁

止区域内に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和５年９月７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自転車等放置禁止区域 令和５年８月１８日、同月２６日及び同月２８日 

南海和歌山市駅前周辺自転車等放置禁止区域 令和５年８月２２日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条第２項に該当したため 

３ 保管場所 
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   名称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）印鑑 

（４）費用 

自転車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並び

に１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

  和歌山市都市建設局都市計画部まちなみ景観課 電話４３５－１０８２ 

（令和５年９月７日掲示済）  

 

和歌山市告示第３６０号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条の２第２項の規定に基づき、放

置禁止区域外に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和５年９月７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

和歌山市内一円市道上、無料駐輪場、和歌山市中

央卸売市場、南太田公園及び宮北公園 

令和５年８月１７日、同月２１日、同月２２日、同

月２９日、同月３０日及び同月３１日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条の２第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）印鑑 

（４）費用 
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自転車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並び

に１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

和歌山市都市建設局都市計画部まちなみ景観課 電話４３５－１０８２ 

（令和５年９月７日掲示済）  

 

和歌山市告示第３６１号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第１０条第３項の規定に基づき、利用

者又は所有者から引取りのない自転車等を次のとおり処分するので、同条第４項の規定により告示する。 

令和５年９月７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 処分理由 

  移動し、保管した旨を告示した日から起算して９０日を経過したが、引取りがないため 

２ 処分年月日 

  令和５年９月１１日 

３ 処分自転車等の放置されていた場所、移動し、保管した年月日及び移動し、保管した旨を告示した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 移動し、保管した旨を告示した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自

転車等放置禁止区域 

令和５年５月２７日 令和５年６月８日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自転

車等放置禁止区域 

令和５年５月２５日 令和５年６月８日 

南海和歌山市駅前周辺自転

車等放置禁止区域 

令和５年５月２３日 令和５年６月８日 

和歌山市内一円市道上、無

料駐輪場及び高津公園 

令和５年５月１９日、同月２２

日、同月２６日及び同月３１日 

令和５年６月８日 

４ 処分自転車等の保管場所 

  名称 紀和駅前自転車等保管所 

  所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電話 ４２２－４１００ 

（令和５年９月７日掲示済）  

 

和歌山市告示第３６２号 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１項の規定により、令和４年
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 度決算に基づく健全化判断比率を次のとおり公表する。 

令和５年９月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

（単位 ％） 

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

－ －  ９．４ ９５．０ 

（ １１．２５ ） （ １６．２５ ） （ ２５．０ ） （ ３５０．０ ） 

［ ２０．００ ］ ［ ３０．００ ］ ［ ３５．０ ］  

  備考 （ ）内は早期健全化基準、［ ］内は財政再生基準である。 

（令和５年９月１５日掲示済）  

 

和歌山市告示第３６３号 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項の規定により、令和４

年度決算に基づく資金不足比率を次のとおり公表する。 

令和５年９月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

（単位 ％） 

特別会計の名称 資金不足比率 経営健全化基準 

卸売市場事業特別会計 １０．０ 

２０．０ 

土地造成事業特別会計 ９５．１ 

漁業集落排水事業特別会計 － 

農業集落排水事業特別会計 － 

水道事業会計 － 

工業用水道事業会計 － 

下水道事業会計 － 

（令和５年９月１５日掲示済）  

 

和歌山市告示第３６４号 

 納税通知書を別紙の者に発送したところ、住所、居所、事務所及び事業所が明らかでないため送達ができない

ので、和歌山市税条例（昭和２９年条例第３０号）第１６条の規定により、次のとおり告示する。 

 なお、送達すべき納税通知書は、市民税課に保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。 

令和５年９月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 送達書類の名称  令和５年度 市民税県民税納税通知書 

（別紙省略） 

（令和５年９月１５日掲示済）  

 

和歌山市告示第３６５号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定による事業を廃止する旨の届出があったので、

第８５条の規定により次のとおり告示する。 

令和５年９月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

介護保険事

業者番号 

事業者の名称

又は氏名 
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 廃止年月日 

３０７０１

１１９１３ 

株式会社惠み 訪問看護ステーションおり鶴 

和歌山市中之島３７５－９ 

居宅介護支援 令和５年８月３日 

（令和５年９月１５日掲示済）  
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和歌山市告示第３６６号              

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の指定居宅サービスに係る指定及び第４６条第１

項の指定居宅介護支援に係る指定をしたので、同法第７８条及び第８５条の規定により次のとおり告示する。 

令和５年９月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

介護保険事

業者番号 

事業者又は開設者

の名称又は氏名 
事業所の名称及び所在地 

サービスの種

類 
指定年月日 

３０７０１

１４５７８ 

株式会社ソワン ヘルパーステーションつむぎの里 

和歌山市鷹匠町６丁目３４番９ 

訪問介護 令和５年９

月１日 

３０７０１

１４５８６ 

株式会社生活応援

Ｄｏ 

らいふこーる 

和歌山市中５８３－１７１ 

居宅介護支援 令和５年９

月１日 

３０７０１

１４５９４ 

株式会社文珠 ホームケア小人町 

和歌山市小人町５番地 県貿ビル３Ｆ 

訪問介護 令和５年９

月１日 

３０７０１

１４６０２ 

株式会社Ｍ’ｓ－

ｓｔｙｌｅ 

ダイバーシティ島橋 

和歌山市島橋東ノ丁２―２２ 

訪問介護 令和５年９

月１日 

（令和５年９月１５日掲示済）  

 

和歌山市告示第３６７号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項本文の指定地域密着型サービスに係る指定に係る

指定をしたので、同法第７８条の１１の規定により次のとおり告示する。 

令和５年９月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

介護保険事

業者番号 

事業者の名称及び主たる事務所の所在地

並びに代表者の氏名及び住所 

事業所の名称

及び所在地 
サービスの種類 指定年月日 

３０９０１

０１７４６ 

株式会社成幸 

和歌山市出島４７２番地の５ 

堀田健一 

和歌山市出島４７２番地の５ 

デイサービス

成幸出水 

和歌山市出水

４３－８ 

地域密着型通所

介護 

令和５年９

月１日 

（令和５年９月１５日掲示済）  

 

和歌山市告示第３６８号              

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３第１項の第１号事業に係る指定をしたので、和

歌山市介護予防・日常生活支援総合事業に係る第１号事業に関する規則（平成２８年規則第９４号）第１６条の

規定により次のとおり告示する。 

令和５年９月１５日 

                              和歌山市長  尾 花 正 啓 

介護保険事

業者番号 

事業者又は開設者

の名称又は氏名 
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 指定年月日 

３０７０１

１４５７８ 

株式会社ソワン ヘルパーステーションつむぎの里 

和歌山市鷹匠町６丁目３４番９ 

予防給付型訪問

サービス 

令和５年９

月１日 

３０７０１

１４６０２ 

株式会社Ｍ’ｓ－

ｓｔｙｌｅ 

ダイバーシティ島橋 

和歌山市島橋東ノ丁２―２２ 

予防給付型訪問

サービス 

令和５年９

月１日 

３０７１４

０１４１２ 

社会福祉法人渉久

会 

デイサービス・トレーニングセン

ターこんにちはＫａｉｎａｎ 

和歌山県海南市且来１０１―３ 

予防給付型通所

サービス 

令和５年９

月１日 

３０９０１

０１７４６ 

株式会社成幸 デイサービス成幸出水 

和歌山市出水４３－８ 

予防給付型通所

サービス 

令和５年９

月１日 

（令和５年９月１５日掲示済）  
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和歌山市告示第３６９号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５９条第１項

の指定自立支援医療機関を指定したので、同法第６９条第１号の規定により次のとおり告示する。 

令和５年９月１５日 

                                  和歌山市長  尾 花 正 啓    

指定自立支援医療機関の名称 所在地 担当する医療の種類 指定年月日 

訪問看護ステーションなごみ 和歌山市布施屋６０３－１ ベ

ルハウス布施屋Ⅱ２０５号室 

訪問看護 令和５年９月

１日 

マロウ訪問看護ステーション 和歌山市松江北５丁目５６６－

３１ 

訪問看護 令和５年９月

１日 

（令和５年９月１５日掲示済）  

 

和歌山市告示第３７０号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第６４条の規定

により指定自立支援医療機関の変更の届出があったので、同法第６９条第２号の規定により次のとおり告示する。 

令和５年９月１５日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓 

指定自立支援医療機

関の名称 
指定自立支援医療機関の所在地 変更前 変更後 変更年月日 

いのうえケアセンタ

ー訪問看護 

和歌山市土佐町２丁目２０－１ 和歌山市湊

４ー１ 

和歌山市土佐町

２丁目２０－１ 

令和４年４

月１日 

（令和５年９月１５日掲示済）  

 

和歌山市告示第３７１号 

 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項に規定する医師を指定したので、和歌山市身

体障害者福祉法に関する規則（平成１５年規則第１１号）第４条の規定により次のとおり告示する。 

令和５年９月１５日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

氏名 診療科目 診断する障害の種類 医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日 

坂部

匡彦 

小児科 肢体不自由 日本赤十字社和歌山医療

センター 

和歌山市小松原通４

丁目２１番地 

令和５年９

月１日 

出口

真彰 

外科 ぼうこう・直腸機能

障害 
済生会和歌山病院 

和歌山市十二番丁４

５番地 

令和５年９

月１日 

（令和５年９月１５日掲示済）  

 

【 公 告 】 

 

和歌山市吉礼の一部地域内の土地について、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）による地籍調査を行い

地図及び簿冊を作成したので、同法第１７条第１項の規定により公告する。 

なお、当該地図及び簿冊は、次のとおり一般の閲覧に供する。 

令和５年９月４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 地図及び簿冊の名称 地籍図原図案及び地籍簿案 

２ 閲覧期間 令和５年９月４日から同月２５日まで（２１日間） 



           和歌山市公報（第１７５９号）  令和５年（２０２３年）９月１５日 

 

－8－ 

 ３ 閲覧場所 和歌山市役所西山東支所（和歌山市吉礼３４２－２）及び和歌山市役所地籍調査課（和歌山市七

番丁１１－１アラスカビル２階） 

４ 閲覧の結果、誤りがあると認める場合は、閲覧期間内に、当該調査を行った者に対し、その旨の申出をする

ことができる。 

５ 誤り等申出書の用紙は、請求があれば閲覧場所で交付する。 

６ 閲覧は、和歌山市役所西山東支所においては令和５年９月４日から同月１１日までの間（同月１０日を除く。

）、９時３０分から１６時まで行うこととする。和歌山市役所地籍調査課においては令和５年９月１２日から

同月２５日までの間（同月１６日から同月１８日、２３日及び２４日を除く。）、９時から１７時まで行うこ

ととする。 

（令和５年９月４日掲示済）  

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

  令和５年９月１１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市森小手穂字前之坪７７１番１、７７１番

２、７７３番２の一部、里道、水路 

和歌山市橋向丁３２番地 

株式会社あかりホーム 

代表取締役 木村 亘 

（令和５年９月１１日掲示済）  

 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号による道路の位置を次のとおり指定する。            

令和５年９月１３日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

指定年月日 

指定番号 
地名地番 申請者住所氏名 

道路幅員×延長 

総延長 

令和５年９月１１日 

和建指第２７４４号 

和歌山市有家

字荒反田２５

９番の一部 

和歌山市橋向丁３２番地 

株式会社あかりホーム 

代表取締役 木村 亘 

６．２０ｍ × ８１．９２ｍ 

８１．９２ｍ 

（令和５年９月１３日掲示済）  

 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６２条第１項の規定による都市計画事業の事業計画の認可図書の

写しの送付を受けたので、同条第２項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

  令和５年９月１４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 都市計画事業の種類及び名称 

 和歌山都市計画道路事業３・２・５号松島本渡線及び海南都市計画道路事業３・３・１１３号岡田大野中線 

２ 縦覧場所 

和歌山市都市建設局道路河川部道路政策課 

３ 縦覧時間 

  午前８時３０分から午後５時１５分まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

（令和５年９月１４日掲示済）  

 

【 選挙管理委員会告示 】 
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 和歌山市選挙管理委員会告示第６４号 

 和歌山市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  令和５年９月７日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

１ 日時 令和５年９月１５日（金）午前９時００分 

２ 場所 和歌山市西汀丁３６番地 

和歌山商工会議所１階選挙管理委員会室 

３ 案件 

（１）選挙人名簿から抹消するについて 

（２）裁判員候補者予定者名簿を調製するについて 

（３）検察審査員候補者予定者名簿を調製するについて 

                             （令和５年９月７日掲示済）  

  

【 教 育 委 員 会 告 示 】 

 

和歌山市教育委員会告示第１７号 

 和歌山市教育委員会定例会を次のとおり開催することとし、招集したので告示する。 

令和５年９月４日 

                                   和歌山市教育委員会      

                                   教育長  阿 形 博 司    

１ 日時 令和５年９月７日（木） 午後１時３０分から 

２ 場所 和歌山市七番丁２３番地 

     和歌山市役所１１階 教育委員室 

３ 事案 

（１）令和５年度和歌山市教育功労者表彰について 

（２）工事請負契約の締結について 

（３）令和６年度和歌山市立和歌山高等学校各課程・学科の募集定員について 

（４）令和６年度使用和歌山市立小学校及び義務教育学校前期課程教科用図書の採択に係る教育委員会会議議事

録について 

（５）その他 

（令和５年９月４日掲示済）  

 

【 農 業 委 員 会 公 告 】 

 

 和歌山市農業委員会総会を次のとおり招集する。 

  令和５年９月６日 

  和歌山市農業委員会     

会長  谷 河  績    

１ 開催日時 

  令和５年９月１１日 １３時００分 

２ 開催場所 

  和歌山市農業委員会事務局 会議室 

３ 審議案件 
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 （１）都市農地の貸借の円滑化に関する法律に規定する事業計画の決定について 

（２）農地法第３条の規定による許可申請について 

（３）農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

（４）農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

（５）農用地利用集積計画について 

（令和５年９月６日掲示済）  

 

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第５６号）附則第５条第１項の規定に基づき、

同法による改正前の農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号。以下「旧法」という。）第１８条第１

項の農用地利用集積計画を定めたので、旧法第１９条の規定により公告する。 

 なお、当該農用地利用集積計画を和歌山市農業委員会事務局において縦覧に供する。 

  令和５年９月１１日 

和歌山市農業委員会      

会長  谷 河  績    

（令和５年９月１１日掲示済）  

 

【 企 業 局 規 程 】 

 

和歌山市公営企業会計規程の一部を改正する規程を公布する。 

  令和５年９月１５日 

和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

和歌山市企業局規程第１２号 

和歌山市公営企業会計規程の一部を改正する規程 

 和歌山市公営企業会計規程（昭和３９年水道局規程第１１号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第４項を次のように改める。 

４ 物品取扱員は、経理課以外の課にあっては庶務担当班長をもって充て、経理課にあっては課長が指名する職

員とし、その所管の業務に係る棚卸資産及び物品の保管に関する事務を行う。ただし、次の表の左欄に掲げる

課において課長が必要と認める場合は、課の庶務担当班長のほか、同表の右欄に規定する職員をもって充てる

ことができる。 

課 物品取扱員に充てることができる職員 

営業課 和歌山市企業局組織規程（平成１２年水道局規程第２号。以下「組織規

程」という。）第４条の２第４項各号に規定する班の班長 

上・工業用水道管理課 組織規程第４条の３第４項各号に規定する班の班長（場長及び所長を含

む。） 

終末処理場管理課 組織規程第４条の４第３項各号に規定する班の班長（場長を含む。） 

第３９条第１項第４号中「単価」の次に「、軽減税率の対象品目である旨（軽減税率の対象品目である場合に

限る。）」を加え、同項に次の１号を加える。 

（６）適格請求書等保存方式における適格請求書発行事業者が交付した適格請求書については、前各号に定める

もののほか、登録番号、税率ごとに区分した税抜価額又は税込価額の合計額及び適用税率、税率ごとに区分

した消費税額 

第１５号様式の６を次のように改める。 
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第１６号様式を次のように改める。 
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第２７号様式を次のように改める。 
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 附 則  

１ この規程は、令和５年１０月１日から施行する。 

２ この規程の施行の際、現に存するこの規程による改正前の和歌山市公営企業会計規程の様式による用紙は、

この規程による改正後の和歌山市公営企業会計規程の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することが

できる。 

（令和５年９月１５日掲示済）  

  

【 企 業 局 告 示 】 

 

和歌山市企業局告示第２８号 

和歌山市水道事業給水条例（昭和３６年条例第８号）第３８条の規定により和歌山市企業局指定給水装置工事

事業者として指定の効力を停止した者を、和歌山市水道事業給水条例施行規程（平成１０年水道局規程第２号）

第２７条第５号の規定により告示する。 

   令和５年９月８日 

和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

事業者 事業所の名称 事業所の所在地 指定効力の停止期間 登録番号 

和歌山県和歌山市平岡２８３番地 

平岡ポンプ水道店 

代表者 平岡卓治 

平岡ポンプ水

道店 

 

和歌山県和歌山

市平岡２８３番

地 

令和５年９月１１日

から令和５年１１月

１０日まで 

第７７号 

（令和５年９月８日掲示済）  

 

和歌山市企業局告示第２９号 

和歌山市水道事業給水条例（昭和３６年条例第８号）第３８条の規定により和歌山市企業局指定給水装置工事

事業者として指定の効力を停止した者を、和歌山市水道事業給水条例施行規程（平成１０年水道局規程第２号）

第２７条第５号の規定により告示する。 

   令和５年９月１１日 

和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

事業者 事業所の名称 事業所の所在地 指定効力の停止期間 登録番号 

和歌山県和歌山市市岩橋１１５３

番地１０ 

大家設備 

大家孝太 

大家設備 和歌山県和歌山

市市岩橋１１５

３番地１０ 

 

令和５年９月１５日

から令和５年１１月

１４日まで 

第２４１

号 

（令和５年９月１１日掲示済）  

 

和歌山市企業局告示第３０号 

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２５条の３の２の規定により和歌山市企業局指定給水装置工事事業

者として指定の更新がされた者を、和歌山市水道事業給水条例施行規程（平成１０年水道局規程第２号）第２７

条第２号の規定により告示する。 

令和５年９月１２日 

和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

事業者 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日 登録番号 

和歌山市口須佐８０番地１ 

株式会社藤島建設 

代表取締役 齋藤寛史 

株式会社藤島

建設 

和歌山市新中島

１５５番地の３ 

令和５年８

月４日 

第４８５

号 

和歌山市打越町２番２６号 株式会社周和 和歌山市打越町 令和５年８ 第４７３ 
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 株式会社周和設備 

代表取締役 重成周吾 

設備 ２番２６号 月２４日 号 

和歌山県海南市下津町下２３８番地の２ 

大崎産業株式会社 

代表取締役 田中義人 

大崎産業株式

会社 

和歌山市中島４

０７番地９ 

令和５年８

月２５日 

第４７５

号 

和歌山市西浜９２１番地 

株式会社大西工業 

代表取締役 大西洋一 

株式会社大西

工業 

和歌山市西浜９

２１番地 

令和５年８

月３１日 

第５１４

号 

（令和５年９月１２日掲示済）  

 


